
 

議案第１２号  

 

交野市介護保険条例の一部を改正する条例について  

 

 交野市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

 

  条例案……別記  

 

   令和６年２月２６日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

提案理由 第９期介護保険事業計画策定に伴う介護保険料の見直しを行いたいため。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

交野市介護保険条例の一部を改正する条例案  

   交野市介護保険条例の一部を改正する条例  

 

 交野市介護保険条例（平成１２年条例第２５号）の一部を次のように改正する。  

第４条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に改め、同項第１号中「第３９条第１項第１号に掲げる者 ３２，１６０円」を「第３８

条第１項第１号に掲げる者 ２９，２８０円」に改め、同項第２号から第１３号までを次

のように改める。  

⑵ 令第３８条第１項第２号に掲げる者 ４４，０４０円  

⑶ 令第３８条第１項第３号に掲げる者 ４４，４００円  

⑷ 令第３８条第１項第４号に掲げる者 ５７，８４０円  

⑸ 令第３８条第１項第５号に掲げる者 ６４，２００円  

⑹ 令第３８条第１項第６号に掲げる者 ７７，０４０円  

⑺ 令第３８条第１項第７号に掲げる者 ８３，５２０円  

⑻ 令第３８条第１項第８号に掲げる者 ９６，３６０円  

⑼ 令第３８条第１項第９号に掲げる者 １０９，２００円  

⑽ 令第３８条第１項第１０号に掲げる者 １２２，０４０円  

⑾ 令第３８条第１項第１１号に掲げる者 １３４，８８０円  

⑿ 令第３８条第１項第１２号に掲げる者 １４７，７２０円  

⒀ 令第３８条第１項第１３号に掲げる者 １５４，０８０円  

第４条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に、「１９，３２０円」を「１８，３６０円」に改め、同条第３項中「令和３年度から令

和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「３２，１６０円」を「３１，

２００円」に改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から

令和８年度まで」に、「４５，１２０円」を「４４，０４０円」に改める。  

 第６条第３項中「第３９条第１項第１号イ」を「第３８条第１項第１号イ」に、「及び

ニ」を「若しくはニ」に、「又は第４条第６号イ、同条第７号イ、同条第８号イ、同条第

９号イ、同条第１０号イ、同条第１１号イ若しくは同条第１２号イ」を「第６号ロ、第７

号ロ、第８号ロ、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ又は第１２号ロ」に、「第４条第１



 

号」を「第４条第１項第１号」に改める。  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 改正後の第４条の規定は、令和６年度分の保険料から適用し、令和５年度以前の年度  

分の保険料については、なお従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


